
松戸市高齢者等見守り活動実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市と事業者等が連携して、高齢者、障害者及び子ども（以

下「高齢者等」という。）に対する見守り活動を実施することにより、高齢者

等が安全で安心して暮らすことのできるまちをつくることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 事業者等 第３条に定める要件を満たす事業者及び団体をいう。 

(2) 高齢者等 次のいずれかに該当する者であって、市内に居住するものを

いう。ただし、市長が特に必要と認める者にあっては、この限りではない。 

ア 高齢者 年齢満６５歳以上の者 

イ 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他

の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者 

ウ 子ども 年齢満１８歳未満の者 

(3) 見守り活動 事業者等が日常業務において、高齢者等を対象として行

う次のいずれかの行為をいう。 

ア 声かけ又は様子の確認 

イ 移動中の巡視 

 （事業者等の要件） 

第３条 見守り活動を行う事業者等は次の各号に掲げる要件のいずれにも該当

すること。 

 (1) 市内で日常的に事業活動を行っていること。 

  (2)  事業実態が明確であること。 

 (3)  政治活動及び宗教活動を事業目的とする団体ではないこと。 

 (4)  公序良俗に反する行為など、社会通念上ふさわしくない行為を行って



いないこと。 

  (5)  松戸市暴力団排除条例第２条に該当しないこと。 

（見守り活動の実施） 

第４条 事業者等は見守り活動を行い、日常生活において明らかに不自然な状

況を生じた高齢者等を覚知したときは、速やかに市に通報するものとする。 

２ 市は、前項の規定により通報を受けた場合は、速やかに適切な対応を行う

ものとする。  

（見守り協定） 

第５条 市長は、見守り活動を行う事業者等と見守り活動に関する協定を締結

し、その実施方法について取決めをするものとする。 

（公表） 

第６条 市長は、前条の規定により協定を締結した事業者等の名称等を市のホ

ームページ等により公表することができる。 

（守秘義務） 

第７条 事業者等の従事者は、見守り活動において知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

（報告） 

第８条 事業者等は、見守り活動の実施状況を松戸市高齢者等見守り活動実施

報告書（様式第１号）により、市に報告するものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 

 附 則 



この要綱は、令和２年１月６日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１号

1

令和 年 月 日

（あて先）松戸市長

令和 年 月 分の松戸市高齢者等見守り活動について、下記のとおり

実施いたしましたので報告します。

通報なし

警察

消防・救急

地域包括支援センター

市役所

その他

松戸市高齢者等見守り活動実施報告書

事業者名

住所

代表者氏名

内訳

件

件

担当者氏名

電話番号

見守り活動の件数 備考

件

件

件

件

件

特徴的な事例について、詳細を裏面以降にご記載願います。



様式第１号

※「共有」を可能とご回答いただいた事例は、
　HPや定例会等で共有させていただく可能性がございます。 2

年

年

1

見守り活動実施者

対応日 時間帯 場所

Ｒ 月 日

見
守
り
対
象
者

高齢者

通
報
先

なし

児童・生徒 警察

障害者 消防・救急

その他
(以下に記入ください)

地域包括支援センター

市役所

共
有

可能
その他

(以下に記入ください)

不可

具体的

な活動

内　容

2

見守り活動実施者

対応日 時間帯 場所

警察

障害者 消防・救急

その他
(以下に記入ください)

地域包括支援センター

市役所

Ｒ 月 日

見
守
り
対
象
者

高齢者

通
報
先

なし

児童・生徒

共
有

可能
その他

(以下に記入ください)

不可

具体的

な活動

内　容
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